
（1）　令和２年３月23日　月曜日 第88号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定�

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

〇
令
和
二
年
度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特�

　

例
を
定
め
る
政
令
の
適
用
を
受
け
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格�

（
契　

約　

課
）　
　

四

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
）�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
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滑
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〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
八
〇
〇
二
一
三

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ　

ス

テ
ッ
プ

角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
六
番
地
二
十
六

短
期
入
所

一
般
社
団
法
人

み
な
み
の
風

令
和
二
年
四
月

二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

武
藏　

寛

二
級
建
築
士

第
四
千
五
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

石
黒　

忠
之

二
級
建
築
士

第
八
千
八
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

吉
田　

久
之

二
級
建
築
士

第
一
万
四
千
四
百

十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

横
山　

平
藏

二
級
建
築
士

第
八
百
九
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

阿
部　

末
治

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

鈴
木　

健
一

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

永
井　

弘
一

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
三
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

齋
藤　

健
三

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
二
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

立
花　

充

二
級
建
築
士

第
千
二
百
五
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

金
須　

初
美

二
級
建
築
士

第
千
六
百
六
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

伏
見　

公
慈

二
級
建
築
士

第
千
八
百
二
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
々
木　

正

和

二
級
建
築
士

第
五
千
五
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

相
澤　

儀
一

二
級
建
築
士

第
九
千
五
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

大
友　

甚
助

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

東
海
林　

文

雄

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

神
村　

昭
一

二
級
建
築
士

第
四
千
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

菅
井　

滋

二
級
建
築
士

第
四
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

加
藤　

贇
雄

二
級
建
築
士

第
千
六
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

大
和
田　

八

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
三
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

伊
藤　

靜
雄

二
級
建
築
士

第
千
九
百
七
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

千
葉　

源
一

郎

二
級
建
築
士

第
五
千
四
百
三
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

武
田　

行
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

勝
又　

宏

二
級
建
築
士

第
五
千
五
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ま
つ
や
ま
調
剤
薬
局

大
崎
市
松
山
金
谷
字
中
田
八
十
三
番
二

有
限
会
社
エ
ム
・
イ
ー
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
古
川
南
町
四
丁
目
一
番
二
十
八
号

令
和
元
年
十
一
月
一
日
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令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
藤　

兵
藏

二
級
建
築
士

第
四
千
二
百
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

加
藤　

宏
治

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

手
代
木　

友

太
郎

二
級
建
築
士

第
千
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

田
口　

次
郎

二
級
建
築
士

第
六
千
五
百
四
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

片
平　

壯
吉

二
級
建
築
士

第
千
百
六
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

宮
井　

新

二
級
建
築
士

第
五
千
八
百
九
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
藤　

昶
男

二
級
建
築
士

第
千
五
百
七
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
藤　

昭
一

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
二
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

山
口　

剛

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
五
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

小
山　

七
男

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
々
木　

盛

二

二
級
建
築
士

第
三
千
二
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

阿
部　

久

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
四
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

原　

勇
治

二
級
建
築
士

第
千
四
百
五
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

木
村　

芳
弘

二
級
建
築
士

第
一
万
二
千
四
百

八
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
々
木　

清

二
級
建
築
士

第
千
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

布
田　

弘
夫

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

吉
田　

嘉
壽

二
級
建
築
士

第
千
六
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

茂
木　

正
五

二
級
建
築
士

第
千
四
百
二
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

千
田　

晃

二
級
建
築
士

第
七
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

櫻
井　

敎
男

二
級
建
築
士

第
千
五
百
五
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

福
田　

昻

二
級
建
築
士

第
千
三
百
七
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

鴫
原　

喜
之

二
級
建
築
士

第
六
百
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
々
木　

衞

二
級
建
築
士

第
五
千
百
三
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

鈴
木　

茂

二
級
建
築
士

第
四
千
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

平
山　

多
利

二
級
建
築
士

第
六
千
五
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

二
階
堂　

智

二

二
級
建
築
士

第
六
百
二
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

寒
河
江　

太

郎

二
級
建
築
士

第
七
千
七
百
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

鴇　

孝
志

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

白
澤　

榮
吉

二
級
建
築
士

第
四
百
七
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
々
木　

直

之
助

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
八
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

地　

利
雄

二
級
建
築
士

第
三
百
九
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

田
中　

正
志

二
級
建
築
士

第
八
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

相
澤　

千
次

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

伊
　

誠
一

二
級
建
築
士

第
三
百
五
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

髙
山　

太

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
五
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

成
田　

恒
夫

二
級
建
築
士

第
九
百
三
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

菊
池　

久
吉

二
級
建
築
士

第
五
百
八
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

寺
島　

榮
壽

二
級
建
築
士

第
千
九
百
四
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

川
田　

榮
作

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

佐
藤　

武
夫

二
級
建
築
士

第
千
八
百
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

千
葉　

猛

二
級
建
築
士

第
五
千
二
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
三
月
十
三
日

　

田
中　

正
夫

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
に
宮
城
県
が
発
注
す
る
建
築
一
式
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共

団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。）
に
参

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
次
の
一
の
と
お
り
定
め
た
。

　

な
お
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
二
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
申
請
し
、
九
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

資
格
要
件

　
　

１
及
び
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

㈠　

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者

　
　

㈡�　

二
に
掲
げ
る
申
請
に
必
要
な
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
記
載
を
し
な
か
っ
た

者

　
　

㈢�　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

２�　

建
築
一
式
工
事
に
お
け
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
、
九
百
五
十

点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二　

申
請
に
必
要
な
書
類

　

１　

建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　

２　

添
付
書
類

　
　

�　

直
近
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
（
審
査
基
準
日
が
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資

格
審
査
申
請
書
の
提
出
日
前
一
年
七
月
以
内
の
も
の
に
限
定
）

三　

申
請
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

　
　

日
本
語

四　

受
付
期
間

　

�　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
宮
城
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
宮
城
県

条
例
第
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）

五　

受
付
時
間

　
　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六　

申
請
書
の
配
布
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
休
日
を
除
く
。）

七　

申
請
書
の
配
布
及
び
申
請
書
類
の
提
出
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班

八　

申
請
の
方
法

　
　

提
出
場
所
に
申
請
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。

九　

資
格
承
認

　

�　

資
格
審
査
の
結
果
、
一
の
資
格
要
件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
へ
の
参
加
資
格
を
承
認
し
、
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
承
認
者
名
簿
に
登
載
す

る
。

十　

審
査
結
果
の
通
知

　
　

当
該
申
請
者
に
郵
送
で
通
知
す
る
。

十
一　

資
格
承
認
の
有
効
期
間

　
　

資
格
承
認
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二　

資
格
の
更
新
手
続

　

�　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
資
格
申
請
の
公
示
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
類
を

提
出
す
る
こ
と
。

十
三　

申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
下
増
田
字
広
浦
三
十
五
番
百
八
、
三
十
五
番
百

九
、
三
十
五
番
百
十
、
三
十
五
番
百
十
一
、
三
十
五
番
二

百
二
十
一
、
三
十
五
番
二
百
二
十
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
若
林
区
若
林
二
丁
目
六
番
十
四
号

�

株
式
会
社
藤
田
興
業　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

栗
原
市
志
波
姫
南
郷
蓮
田
九
十
三
番
百
六
十
一
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

栗
原
市
築
館
薬
師
一
丁
目
七
番
一
号

�

栗
原
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
尾
無
四
十
六
番
二
の
一
部
、
四

十
七
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

富
谷
市
三
ノ
関
太
子
堂
上
六
番
地
八

�

羽
柴　

和
也　
　
　
　
　
　
　
　


